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第１ 計画の基本的事項 

 

（１）計画見直しの基本的な考え方 

 

我が国においては少子高齢化の進展に伴い，高齢者の増加や生産年齢層の減少

などにより，社会保障費の増大，消費活動の低迷，税収の減少という長期的傾向

が続き，またリーマンショック以降の景気の低迷は，いわゆる中間層の活力を減

退させ，その問題をいっそう深刻化させるものとなり，地方の財政運営にも大き

な影響を及ぼしています。 

 

本市においてもその例外ではなく，多額の収支差を様々な財源対策等により対

応を続ける厳しい財政運営を強いられ，これまで，大幅な人員削減と経費節減な

どを含む行財政改革に取り組んでまいりました。 

 

このような中，東日本大震災が発生したことは，本市の都市経営に更に大きな

影響を与えました。被災者の生活再建や都市インフラの復旧，企業支援などの喫

緊の課題に，多くの人員と費用を投入して対応することを余儀なくされました。 

本市は，このような厳しい状況の下においても，力強く復興を成し遂げ，地方

分権時代を先導する都市として力をつけながら発展を続けたいと考えます。そし

て新しい防災都市づくりや，総合計画に掲げた都市像の実現に果敢に挑戦してい

くことは，未曾有の震災を経験した本市の責務に他なりません。 

 

震災に際しては，本市の「市民力」がその本領を発揮しました。日頃から活動

を重ねている地域団体やＮＰＯ，多彩な専門家などが域外からの支援を迅速に活

かしたことが着実な復興への推進力となりました。また，非常時の対応や復興へ

の制度設計などを通じ，市役所の人材育成上の課題も明らかになっています。 

 

このような認識に基づき，本市はこのたび「仙台市行財政改革プラン２０１０」

の理念や改革の柱を踏襲しつつ，震災後の状況変化も踏まえ見直しを行いました。 

 

この見直しに基づいた取組みを通じ，本市の財政基盤を持続可能なものとする

とともに，「市民力」を活かす行政運営モデルを構築し，更に市役所の「職員力」

を強化することによって，より高度な行政運営を実現して本市の復興を加速させ，

次の世代へとつないでまいります。 
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（２）計画の基本的方向性～３つの改革の柱～ 

 
① 持続可能な財政基盤の確立と効率的・効果的な行政経営 

本市における喫緊かつ最も重要な行政課題は，震災からの復興を成し遂げるこ

とです。震災復興は多くの労苦と困難を伴います。しかし，次代へ仙台の未来を

引き継ぐには，ここを乗り越えて進まなければなりません。 

そのため，人員や財源という行政資源を重点的に配分し，復興を力強く推進し

ていく一方で，それに伴う将来の負担をできる限り抑制し，復興期間に適した，

より効率的で効果的な資源の配分が求められています。 

これを踏まえ，既存の事務事業の見直しに向けて更なる検討を行い，人員や財

源を新たに生み出すことにより，着実な復興の推進に向けた取組みを進めます。 

また，従来から続く地方財政構造の硬直化に加え，震災復興に伴う財政需要の

増大により，本市の財政状況は，今後更に厳しくなることは明白です。復興の着

実な推進と将来を見据えた持続可能な財政基盤の確立を進めていくためには，自

立的かつ自主的な歳入アップに向けて，新しい発想も取り入れながら取り組んで

いく必要があります。 

そのため，歳入の根幹である市税をはじめとした自主財源については，徴収す

べきものを確実に徴収できるよう，徴収対策の強化などを図り，更なる収納率の

向上に努め，特定のサービスに対する対価や所得に応じた負担など受益と負担の

適正化については，公平性の観点から引き続き検討を進め，本市の有する資産に

ついては，貸付や売却などこれを活用した歳入アップの可能性を探り，できる限

りの財源確保に努めます。 

 

また，各種の市民利用施設や道路，公園，庁舎など本市が有する公共施設につ

いては，高度成長期や政令指定都市に移行した時期に整備された建物等が更新の

時期を迎えている中，市民ニーズの変化や今後の財政状況を見据えながら，各施

設の現状把握や課題整理を行い，総合的な管理・保全の強化や施設の質・量の適

正化も含めた中長期的な維持管理や更新等の計画的な対応を進めていきます。 

 

更に，外郭団体は，公共施設の運営など市民サービスの第一線に立って行政を

補完する役割を果たしてきましたが，近年，指定管理者制度の導入や公益法人制

度改革など取り巻く環境が大きく変化しています。また，公民一体となって復興

を進めていく中で，外郭団体が，行政から独立した存在として，ＮＰＯや企業な

どと協働しながら，市民の新たな需要などにも柔軟に対応していくことがこれま

で以上に求められています。各団体が，それぞれの強みを活かしつつ，運営の効

率化や環境の変化に適合する組織力を強化していく観点から，外郭団体の統廃合

を更に進めるとともに，本市の関与を縮小し，経営の自立性を高める取組みを進

めます。 
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② 市民とともに進める行政経営 

今回の震災においては，発災直後における避難誘導・安否確認から，避難所の

運営，仮設住宅における見守りや生活支援，地域における被災者の生活再建や復

興まちづくりに至るまで，様々な場面で，個々の市民や地域団体，ＮＰＯ，企業

などの多様な主体が，それぞれの力を発揮し，あるいは連携・協働することで，

大きな役割を果たしています。 

このような「市民力」は，今後のスピーディーかつ力強い復興を実現するカギ

ともなる本市の大きな資産であり，この「市民力」を高めていくためにも，市民

協働の取組みを更に加速していくことが重要です。 

市民と行政の協働や政策形成への市民参画の推進，市民活動や地域活動がしや

すい環境の整備，活動の担い手となるひとづくり，企業や大学などの教育機関の

活力や能力の活用など，「市民力」を本市の復興への推進力に変えていきます。 

あわせて，市民協働を進めるための職員の研修など市役所の市民協働を実践す

る力の強化にも努めていきます。 

 

また，地域における「共助」が，震災時の避難所運営をはじめ，避難生活やそ

の後の復旧復興に重要な役割を果たしています。いくつかの地域では，経験を踏

まえた新たな地域の防災体制づくりの動きも始まっています。これまでの地域活

動で培われ，今回の震災でより強まった地域のつながりを大切に育み，防災のみ

ならず，地域の課題解決に拡げていくためにも，それぞれの特性に応じた地域づ

くりを推進していくことが求められており，それに合わせた，市役所の組織や仕

事のあり方の見直しを進めていく必要があります。 

そのためには，市民にとって身近な行政サービスの拠点である区役所が，それ

ぞれの地域の実情を把握し，きめ細かく対応していくことが必要であり，日頃か

ら地域の方々とのかかわりを深め，ともに課題解決を図っていく「地域協働拠点」

としての，区役所の機能を充実していくことが重要となっています。 

区役所が，市民のニーズに応え，その役割を確実に果たしていくため，地域と

連携・協働し，コーディネーターとして総合的に地域づくりを推進する機能など

を充実していきます。 

 

更に，復興事業をはじめとする今後の行政需要に的確に対応するためには，行

政と民間それぞれの強みを活かすことにより，事業の質と量を確保していく必要

があります。そのような観点から，行政と民間の適切な役割分担を図りながら，

それぞれのノウハウ等を活用することで行政サービスのより効率的で効果的な提

供を目指すとともに，民間による提供に適するサービスについては，民間活力を

積極的に活用していきます。 
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③ 市役所の自己変革 

地方分権の進展に伴う国と地方の関係の変化や厳しさを増す財政状況等，本市

を取り巻く環境が大きく変化する中で，限られた人員体制により最大の行政効果

を発揮するためには，業務の高度化・細分化に対応できる人材がこれまで以上に

求められています。 

一方，震災においては，行政内部の固定観念や前例にとらわれるあまり，受け

身･指示待ちの姿勢やスピード感に欠けるなど，職員の意識面での課題が改めて浮

き彫りとなりました。 

これらの課題に対応するため，従来のゼネラリスト中心の配置管理と併せ，特

定の業務分野において高い専門性を持ち，市民に対する的確な行政サービスの中

核を担えるスペシャリストを育成し配置するための複線型の配置管理を導入する

とともに，職員一人ひとりが，組織の一員として自身のキャリアを主体的に考え，

目標や課題に対して積極的に取り組むための支援を行うなど，職員が自ら考え行

動する力の向上を図ります。 

 

また，縦割りの弊害を排除し，市政を取り巻く環境の変化に迅速かつ柔軟に対

応できるよう権限機能を見直すなど，引き続き組織運営の更なる効率化を図りま

す。 
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（３）計画の体系 

 (1) 歳入の確保

 (2) 効率的行政運営体制の構築

 (3) 公共施設の総合的マネジメントの推進

 (4) 施策，事務事業の見直し

 (5) 受益と負担の適正化

 (6) 外郭団体の見直し

 (7) 公営企業経営改革 

 (1) 市民協働・参画の推進

 (2) 市民活動・地域活動の促進

 (3) 区役所の機能強化

 (4) 民間活力の活用

 (1) 多面的・機動的に活動できる職員
    への進化

 (2) 縦割りの弊害を排除した効率的な組織
    運営

 

（３）計画の体系　

持続可能な財政基
盤の確立と効率的・
効果的な行政経営

財政健全化
・収支均衡した予算の
  実現
・市債（通常債）の残
  高の縮減
・基礎的財政収支の
  均衡・黒字の確保

市民とともに進める
行政経営

市役所の自己変革

 戦略的経営の視点
   ・中長期・組織横断の視点
   ・選択と集中の視点
   ・連携の視点
　 ・自律・自立の視点

　仙台市行財
　政改革プラ
　ン2010

 
 

 

（４）計画期間 

 

平成２２年度から平成２８年度当初までを本計画の期間とします。 

 

 

（５）推進方策 

 

実効ある行財政改革を推進するため，実施項目の取組みのスケジュール等を掲

載する「進行管理表」を本計画策定後速やかに作成し，実施項目ごとの目標の達

成状況などを検証しながら計画の進行管理を行い，その状況はホームページなど

を通じてお知らせします。 
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  この計画の実施項目以外のものについても，行財政改革の趣旨に則り随時実施

していきます。 

  計画の進捗状況については，市長を本部長とする「仙台市行財政改革推進本部」

で点検するとともに，本計画の策定にあたり意見をいただいた，各界各層の方々

で構成する「仙台市経営戦略会議」に報告し指導助言を受けながら，改革を推進

します。 
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第２ 実施項目 

 
１．持続可能な財政基盤の確立と効率的・効果的な行政経営 

 
 
■ 財政健全化 

 

震災からの復旧・復興を着実に推進しつつ，持続可能な財政基盤を確立するた

め，効果や優先順位を踏まえた事業の選択と集中化はもとより，事業全般の見直

しを徹底し，仙台市の歳入に見合った財政規模を堅持するとともに，世代間の財

政負担を適切に行うための計画的な市債管理等により，健全な財政構造への転換

を図っていくことが必要です。この実施状況を検証し，計画的に管理するための

目標を次のとおり設定します。 

持続可能な財政基盤の確立をより確かなものとするためには，まず，復旧・復

興事業に対する国の支援が不可欠であり，併せて，国の地方税財政制度における

構造的な課題の解決も必要となってきます。引き続き，国に対し復旧・復興事業へ

の継続的な財政支援を求めていくとともに，国と地方の役割分担を踏まえた，適

切な税財源の配分がなされるよう国への働きかけを今後とも強めていきます。 

 

《財政健全化の目標》 

 
○収支均衡した予算の実現 

収支均衡した予算の実現を目指し，基金借入金などの特例的な収支差対策につい

ては 27 年度予算編成までにはゼロとします。 

 
○市債（通常債）残高の縮減 
公共投資の厳選・重点化を行うことにより，毎年度の予算編成において，市債（通

常債）残高の縮減を図ります。そのため，市債（通常債）は，公債費の償還元金の

範囲内で新たな発行を行うものとします。 

 
○基礎的財政収支の均衡・黒字の確保 
現世代の受益と負担の均衡を図り，将来世代へ負担を転嫁しないため，毎年度の

決算において，基礎的財政収支（プライマリーバランス）の均衡又は黒字を確保し

ます。 
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用語解説 

※市 債…国，自治体，民間会社等が，事業資金を調達するため，元本の返済や利子の支払な

どの条件を明示して発行する有価証券を債券といいますが，市が発行する債券のこ

とを市債といいます。自治体が発行する債券は地方債と総称され，以前は国（自治

省→総務省）が発行額や条件の審査を行う許可制でしたが，地方分権により現在は

届出制になっています（ただし，財政状況が悪化し，国の定める要件に該当する自

治体は発行制限を受けます。）。したがって，自治体側の自律的な発行管理（残

高管理・返済計画も含む）が重要となっています。 
 

※通常債…市債のうち，臨時財政対策債（国の地方交付税交付金の不足分を肩代わりするもの。

将来的に元利について国費が充てられる）など特別な市債や高速鉄道建設基金を取

り崩して返済に充てる地下鉄東西線に係る市債を除いたものを通常債と呼びます。 
 

※基礎的財政収支…市債や財政調整基金等繰入金（既に貯金しているものから取り崩して予算

に入れるもの）を除いた「収入総額」と公債費（市債の償還に充てるお金）

や財政調整基金等積立額（新たに貯金するもの）を除いた「支出総額」の

差し引きをいいます。 

「収入総額」－「支出総額」＝０ ･･･ 収支均衡 

             ＞０ ･･･ 黒字 

             ＜０ ･･･ 赤字 

 
 

 

（１）歳入の確保 

 

税などの更なる収納率の向上の取組みや市が所有する様々な資産を広告媒体と

して活用することなどにより，一層の歳入の確保を図ります。 

 
① 税，使用料，手数料等の収入確保                     

市税納付におけるコンビニエンスストア収納対象税目の拡大により納税者

の利便性向上を図りつつ，収入の確保に努めます。また，負担の公平性の観

点から，市税をはじめ，国民健康保険料，介護保険料，保育料，市営住宅の

使用料などについて，組織横断的な取組みにより滞納整理に関するノウハウ

の共有を図るなど，収納率の向上に取り組みます。また，徴収体制の強化に

向け，債権回収の集約化などについて検討します。 
 
② 広告収入の拡充                             

仙台市が所有する様々な資産等を広告媒体として活用する提案を募集する

仕組みの導入や公園施設やスポーツ施設など市有施設で普段から注目されて
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いる施設や市民に身近で，利用者が多い施設への命名権（ネーミングライツ）

の設定など，更なる広告収入の確保策を検討し，増収に努めます。 

 
③ 市有地等市有財産の処分と有効活用の推進                 

都市計画道路網の見直しにおいて廃止対象となった路線にある先行取得道

路用地をはじめとした利用の見込みが低くなった土地について，土地開発公

社保有地を含め，処分や貸付など様々な活用を探りながら，一層の収入の確

保に努めます。 
 

④ 清掃工場の売電契約の見直し 新規                    

再生エネルギー固定価格買取制度の活用も含め，清掃工場における売電契

約の見直しを行い，売電収入の増加を図ります。 
 
 
（２）効率的行政運営体制の構築  

 

将来にわたって行政サービスを確実に提供し，新たな行政需要に対しても的確

に対応していくため，必要な人員の確保を図りながら，事務事業の見直しや事務

処理の効率化などにより市全体で人員配置の見直しを進めます。また，簡素で効

率的な組織を構築していくほか，職員数の削減とともに，適正な給与水準のあり

方の検討を行い，更なる人件費の削減に努めます。 

 

《職員数の削減目標》 

事務事業の見直しや事務処理の効率化などにより，平成２８年度当初までの間

で，平成２１年度当初の職員数から７００人程度の削減を行います。 

一方，震災に伴う各種分野における行政需要の増大や地下鉄東西線の開業や新

市立病院の開院や新たな行政需要に対応していくため，効率的な執行体制の構築

などを進めながら，必要最小限の人員配置に努めるものとし，全体としては２００

人程度の職員数を削減することを目標とします。 

 

 

ア 組織の統廃合 

① 簡素で効率的な組織の構築                        

行政需要に的確に対応するため，必要な組織体制の整備を行いながら，業

務の状況等に応じた組織の統廃合や，内部的，定型的な業務又は関連する業

務の集約化などの見直しを図り，より簡素で効率的な組織づくりを進めます。 
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② 税務事務の本庁への集約化                        

     本庁及び各区で行っている税務事務について，効率化を図りつつ，徴収を

含めた執行体制の強化を図るため，本庁への集約化を検討します。 

 

③ 附属機関等の総数管理の徹底                       

附属機関等の総数管理を徹底していくため，社会状況の変化等により役割

に変化が生じたものや同種の行政分野に関するものなどについて見直しを行

います。 

 

 

用語解説 

※附属機関等…有識者等を構成員とし，市の行政施策の推進や決定などにあたって，審

議，審査，調査，調停などを行う機関です。本市では，地方自治法第

138条の 4第 3項の規定に基づいて法律や条例で設置された「附属機関」

のほか，規則や要綱により設置されたものを「協議会等」とし，この二

つを合わせて「附属機関等」としています。 

 

 

イ 効率的な人員配置  

④ 学校用務員の配置の見直し                        

 学校用務員について，非常勤職員を活用した効率的な人員配置を進め，原

則，正職員１名化を図ります。 
 

⑤ 保育所給食調理体制の見直し 

⑥ 単独調理校給食調理体制の見直し                     

 保育所及び単独調理校の給食調理業務について，より効率的な運営体制に

向けた見直しを行います。 

 

⑦ 給与事務の業務体制の見直し 新規                    

職員手当の審査や所得税控除等の異動データ入力等の給与業務について，

より効率的な運営体制に向けた見直しを行います。 

 

⑧ 戸籍住民課の業務体制の見直し 新規                   

戸籍住民課の窓口業務について，戸籍事務の電算化などを踏まえ，市民の

利便性にも配慮しつつ，より効率的な運営体制に向けた見直しを行います。 

 

⑨ 動物管理センターの運営体制の見直し 新規                

動物管理センターの給餌・畜舎清掃等業務について，より効率的な運営体

制に向けた見直しを行います。 

完了 
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ウ 人件費等の削減 

⑩ 更なる人件費の削減                           

職員数の削減とともに，技能労務職員について，その職務の性格や内容を

踏まえながら，適正な給与水準のあり方を検討し，更なる人件費の削減に努

めます。 

 

⑪ 福利厚生事業のあり方の見直し                      

職員互助組織における実施事業の総点検を行うとともに，福利厚生事業に

対する公費負担のあり方も含め見直しを図ります。 

 

 

（３）公共施設の総合的マネジメントの推進  

 

市民生活の基盤である学校や市民センター，上下水道，道路や橋梁といった公

共施設については，平成元年の政令指定都市への移行などにより，急速に整備が

進められましたが，この先，これらの維持管理，更新の経費が大きな財政負担に

なることが予想されます。 

公共施設について，限られた財源のもと，その建設を一層厳選・重点化してい

くとともに，現状の把握や中長期的な財政負担の推計を行い，ライフサイクルコ

ストを勘案しながら，維持管理，更新等を行うほか，遊休市有地の有効利活用な

ども含めた総合的なマネジメントの仕組みについて検討していきます。 

特に震災で多くの公共施設が被害を受けたことから，現状把握や課題整理を行

い，公共施設の質・量の適正化も含め，総合的マネジメントプランを作成し，維

持管理や更新等の計画的な対応を進めていきます。 

 

 

ア 公共事業の厳選・重点化等 

① 公共事業の厳選・重点化                         

震災復興に関連する公共事業が，一定期間逓増していくこととなりますが，

復興関連事業を除く道路や公園など公共施設の通常の建設事業については，

必要な水準の投資に配慮しつつも，整備効果の高い路線や箇所に重点的に投

資するなど，優先順位の明確化により事業の厳選・重点化を図ります。 

 

② 公共事業コストの構造改善                        

「仙台市公共事業コスト構造改善プログラム」に基づき，事業のスピード

アップ，計画・設計・施工や維持管理，調達の最適化に取り組み，公共事業

の品質とコストの最適化を推進します。 
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イ 公共施設の管理等の最適化 

③ 中長期的視点に立った公共施設の維持管理等への計画的対応         

総合的なマネジメントの取組みを推進するため，公共施設について，現状

把握や維持管理費等に関する調査を踏まえ，長寿命化も含めた，中長期的な

視点に立った総合的マネジメントプランを作成し，実施します。併せて，統

括部門を新設し，効果的な推進体制についても検討していきます。 

 

④ 下水道施設のアセットマネジメントの推進                 

下水道の施設情報や最新の技術を活用して，事業のサービスレベルを設定

するとともに，業務のプロセスや管理手法を改善し，資産管理の最適化を図

ります。 

 
・ 既存施設のあり方の見直し（１３頁 イ 再掲） 

 

・ 指定管理者制度等の活用（２６頁 イ 再掲） 

 

・ 市有地等市有財産の処分と有効活用の推進（９頁（１）③ 再掲） 

 

 

（４）施策，事務事業の見直し 

 

時代の要請を的確に把握しながら行政の果たすべき役割の範囲を常に見極め，

真に行政が担うべき分野においては迅速な対応を行っていくとともに，これまで

の経緯にとらわれることなく，時代の変化などを見据え，効果や必要性が低下し

ている施策，事務事業については，見直しを徹底していきます。 

 

ア 施策，事務事業の見直し 

① 補助・助成制度の見直し                         

     補助・助成制度について，社会経済環境や市民ニーズの変化等を踏まえ，

事業の効果，公益性，必要性などの観点から見直しを行います。また，育成

奨励的な目的の補助金等については，あらかじめ事業期間を設定するなどに

より効果的な制度運用を進めます。 

 

② 地籍調査業務のあり方の見直し                      

     地籍調査業務について，これまでの実施状況等を踏まえ，業務のあり方を

見直します。 
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用語解説 

※地籍調査…一筆ごとの土地について，その所有者，地番，地目の調査，並びに境界（ 筆

界）及び地積に関する測量を行い，その結果を地図と簿冊に作成すること

です。国土調査法に基づき，市町村が実施しています。 

 

 

③ 公管理浄化槽の保守点検業務の効率化                    

         公管理浄化槽の保守点検業務について，点検内容や契約方法を見直すこと

で，業務の効率化を図ります。 

 

 

用語解説 

※公管理浄化槽…水洗式トイレや生活排水などの汚水を処理し、終末処理下水道以外に 

放流するための設備を浄化槽といいます。本市では下水道等の区域外

の方を対象に，市が浄化槽を設置し，維持管理し，使用料をいただく

浄化槽事業を行っており，この事業で市が維持管理している浄化槽を

「公管理浄化槽」といいます。 

 

 

④ 選挙事務の見直し                            

     投開票事務の効率化などにより，選挙執行経費の節減を行います。 

 

 

イ 既存施設のあり方の見直し 

  既存施設について，施設がこれまで果たしてきた役割や現状の問題点，民間

事業者の状況などを改めて検証し，それらを明確にしながら，管理運営の効率

化，廃止，統合など，そのあり方の見直しに取り組んでいきます。 

 

⑤ エル･ソーラ仙台のあり方の見直し                    

     エル･ソーラ仙台について，エル・パーク仙台とともに男女共同参画推進セ

ンター２館体制の一翼を担う施設として，その機能を維持しながら，運営経

費の節減を図ります。 

 

⑥ 健康増進センターのあり方の見直し                    

     健康増進センターについて，民間の運動施設が増えてきている状況を踏ま

え，「運動の場の提供」機能を縮小すること及び生活習慣病予防など専門的

な市民の健康づくり支援機能の充実を図ることを基本に，そのあり方につい

て見直します。 

完了 

完了 

完了 



 - 14 - 

 

⑦ 生活改善センターのあり方の見直し                    

     生活改善センターの利用実態等を踏まえ，用途を見直し，地域の集会所等

として地元町内会等への施設の譲与を進めます。 

 

⑧ 秋保幼稚園・馬場幼稚園のあり方の見直し                 

     秋保幼稚園と馬場幼稚園について，効率的な運営を行うとともに良好な教

育環境を確保するため，両幼稚園を統合します。 

 

⑨ 情報・産業プラザのあり方の見直し                    

施設がこれまで果たしてきた役割や現状の問題点などを改めて検証し，そ

れらを明確にしながら，管理運営の効率化など，そのあり方の見直しに取り

組んでいきます。 

 

⑩ 農業園芸センター（大温室）のあり方の見直し               

震災復興計画の「100 万人の復興プロジェクト」における位置づけを踏まえ，

施設に新たに求められる機能を精査し，そのあり方の見直しに取り組んでい

きます。 

 

⑪ ごみ処理施設のあり方の検討                       

ごみの排出状況の変化に対応した，より効率的なごみ処理施設のあり方に

ついて検討します。 

 

⑫ 生出診療所の見直し 新規                         

生出診療所について，診療科目の見直しに向けた検討を行います。 

 

ウ 業務委託の推進等業務の効率化 

⑬ 南蒲生し尿処理施設運営管理の見直し                   

         南蒲生し尿処理施設の運営管理業務について委託の範囲を拡大し，一層の

施設運営の効率化を図ります。 

 

⑭ 南蒲生浄化センター運転管理業務の効率化                 

南蒲生浄化センターの水処理施設運転管理業務について，施設の本復旧に

あわせ，設備面での効率化を図るとともに，民間委託による更なる施設運営

の効率化を図ります。 

 

完了 

完了 
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⑮ 下水道ポンプ場の運転管理業務の効率化                  

下水道ポンプ場の運転管理業務について，アセットマネジメントにより業

務プロセスや管理手法を検討のうえ，民間委託を含む一層の施設運営の効率

化を検討します。 

    

⑯ 学校給食センター調理業務の委託                     

     学校給食センターにおける調理業務について，順次民間委託を進めます。 

 

⑰ 石積埋立管理事務所の埋立業務体制の見直し 新規             

石積埋立処分場における埋立業務について，より効率的な体制のあり方を

検討します。 

 

⑱ 移動図書館業務の見直し 新規                      

移動図書館業務の委託について，運行に従事する職員の派遣を見直し，順

次委託先の職員に切り替えていきます。 

 

エ 情報通信技術の活用 

業務の効率化・高度化や利便性の高い市民サービスの充実のため，情報通

信技術を積極的に活用するとともに，情報化関連経費の抑制等に向け情報シ

ステムの最適化の取組みを進めます。 

 

⑲ 戸籍事務の電算化の推進                          

戸籍事務の迅速化等により市民サービスを向上させるため，戸籍電算処理

システムを導入するとともに，証明書発行及びこれに関連する事務処理の効

率化を図ります。 

 

⑳ 行政手続のオンライン化の推進                      

     幅広い行政手続についてインターネットを通じて申請・届出等ができる電

子申請システムを宮城県や県内自治体と共同で整備します。 

   

 ＩＣ乗車券の導入                            

     利用者サービスの向上により公共交通の利用促進を図るため，バス，地下

鉄へＩＣ乗車券を導入します。 

 

 情報システム最適化の推進                        

     仙台市の情報システムの現状分析を行うとともに，情報システムに係る経

費抑制等に向けた計画を策定し，全庁的観点から情報システムの最適化を進

めていきます。 

完了 
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     また，計画に基づく情報システム最適化の取組みや，汎用機等の機器賃借

料の削減により，情報システムに係る維持管理経費の縮減を図ります。 

 

用語解説 

※汎用機…企業の基幹業務や大学の研究などに用いられる大規模なコンピュータ 

 

 

  ・ ガス事業における諸手続の電子化の推進（２０頁 エ⑪ 再掲） 

 

 

（５）受益と負担の適正化 

 
公平性の観点から，特定のサービスに対する対価や所得に応じた負担など，受

益者の適正な負担について検討します。また，現在公費負担により対応している

行政サービスに対する負担のあり方についても，幅広く検討していきます。 
 
① 施設使用料等のあり方の見直し                      

各種市民利用施設の使用料等について，昭和５８年度以降本格的な改定を

行っていないことを踏まえ，消費税率引上げの影響を勘案しつつ，受益と負

担の適正化を図る観点から見直しを行います。また，併せて，減免制度のあ

り方についても検討を行います。 

 

② 敬老乗車証制度のあり方の見直し                     

敬老乗車証について，高齢者人口の増加を踏まえながら，高齢者の社会参

加等にも寄与している本制度を今後も持続可能な制度とするため，制度のあ

り方を見直します。 

 

③ 児童クラブの費用負担のあり方の検討                   

児童館における児童クラブについて，放課後等の児童の安全で健やかな居

場所確保への対応を考慮しながら，費用負担のあり方の検討を行います。 

 

④ 保育料のあり方の見直し                         

保育所における保育料について，所得に応じた負担の適正化が図られるよ

う所得区分のあり方や国基準額を踏まえた負担のあり方について見直しを行

います。 

 

⑤ 事業ごみ等処理費用の負担のあり方の検討                 

ごみの減量とリサイクルの推進を目的として，事業者指導の強化等を図り

ながら，事業ごみ等処理費用の負担のあり方について検討します。 

完了 

完了 

完了 
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（６）外郭団体の見直し 

 
外郭団体は，市民利用施設の管理や公益的な事業の実施など市民サービスの第一

線に立って市の行政を補完する役割を果たしてきました。 
しかし，指定管理者制度が導入され，企業やＮＰＯが公の施設の管理運営を担う

事例が増えてきているほか，公益法人制度改革が実施されるなど，外郭団体を取り

巻く環境は，大きく変わってきています。 
このような状況を踏まえ，外郭団体が時代の要請に適合した役割を果たしてい

くため，各団体の設立目的や経営状況，類似業務の有無等を検証した上で，統廃

合も含めた事業運営の見直しを行うとともに，組織の活性化，情報公開の推進に

取り組みます。 
 

ア 外郭団体の統廃合等 

① 外郭団体の統廃合等                           

社会経済情勢の変化等を踏まえ，外郭団体の必要性や事業内容，規模を精

査し，統廃合を検討します。また，株式会社については，現時点における出

資の必要性を検証し，資本的関与の見直しを行います。 
 

イ 事業運営の見直し 

② 公益法人制度改革への対応                        

公益法人制度改革の対象となる財団法人等について，基本的に公益財団法

人等への移行手続を進めます。これに併せて，事業の公益性について検証し，

事業内容の見直しを行います。 
 

用語解説 

※公益法人制度改革…平成 20 年 11 月から実施された法人制度改革。旧制度では，設立

時に所管官庁が公益性の有無も含め判断し，設立許可を行ってい

ました。新制度では法人設立と公益性の認定を分離し，法人（一

般社団法人・一般財団法人）の設置が容易となる一方で，税制上

の優遇等が受けられる公益法人（公益社団法人・公益財団法人）

となるためには，一定の基準を満たし，国や都道府県に設置され

る外部有識者委員会の審査を受けることが必要となりました。 

          旧制度に基づく公益法人は経過措置として，平成 25 年 11 月末ま

でに，新制度による公益認定か，一般法人への移行認可を受ける

必要があります。 
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③ 経営状況の評価                             

外部の専門家による経営状況の評価を毎年度実施し，その結果を公表する

とともに，必要に応じて経営改善等を指導助言します。 
 

④ 自立的かつ効率的な事業運営の推進                     

人件費や自主事業の見直しによる経費の節減を図るとともに，自主財源の

確保に努め，運営の自立性を高めながら効率的で質の高い公益的サービスの

提供を行います。 
 
ウ 組織の活性化 

⑤ 市の人的関与の見直し                          

外郭団体の人材育成を促進するとともに，団体の職員を中心とした自主的

な外郭団体の経営による運営体制の強化を図るため，市から外郭団体への職

員派遣の縮小を更に進めていきます。 
 

⑥ 役員構成の見直し                            

公益法人制度改革における評議員会及び理事会の位置づけ・権限の変更に

合わせ，役員の構成について見直します。 
 
・ サービス水準の向上（２４頁 イ ⑥ 再掲） 

 
エ 情報公開の推進 

⑦ 財務状況等の公開                            

外郭団体の事業計画やその実施状況等について，ホームページなどでわか

りやすい情報の提供に努めます。また，財務状況について，財務諸表など決

算資料の公開を進めます。 
 

 

（７）公営企業経営改革 

 

公営企業（交通（バス・地下鉄），水道，ガス，病院）が提供するサービスを

安定的かつ効率的に供給するため，一般会計からの繰出金に過度に依存すること

のない公営企業の経営基盤の強化に向けた取組みを行います。 

 

ア 自動車運送事業 

① バス事業の効率的な運営の検討                       

地下鉄東西線開業にあわせたバス路線再編も見据えながら，引き続き効率

的な経営を図るため，バス運転業務等の民間委託の拡大などにより，職員を

削減し，更なる経営コストの低減を進めます。 
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② バス車両整備業務の委託の推進                       

バス車両整備業務について，委託規模を拡大します。 

 

 

③ 広告付きバス停留所上屋の設置                       

     民間事業者の費用負担による広告付きバス停留所上屋の設置を推進します。 

 

イ 高速鉄道事業 

④ 鉄道車両保守業務の委託拡大                        

地下鉄南北線の鉄道車両保守業務について，業務の一層の効率化のため，

委託の範囲を拡大します。 

 

⑤ 地下鉄駅務の委託                            

地下鉄東西線の開業に向けて，地下鉄駅務に関する業務の委託を行います。 

 

ウ 水道事業 

⑥ 水道施設の維持管理の効率化                       

今後の水需要の動向なども踏まえながら，浄水場の今後のあり方や運転管

理業務の効率化の手法などについて検討を行います。 

 

⑦ 給水装置関連業務の第三者委託の導入                    

給水装置関連業務の更なる効率化を図るため，給水装置工事の相談・受付

から竣工検査に至るまでの一連の業務について，水道法に基づく第三者委託

の制度を活用し，包括的に委託します。 

   

用語解説 

※ 第三者委託  技術上の業務を，民間事業者などの第三者に対して水道法上の責任も

含めて委託できる制度  

 

 

⑧ 体験型技術研修の拡充                           

職員の現場対応能力を効率的にスキルアップし，水道サービスレベルの維

持向上を図るため，給・配水管の工事及び維持管理において求められる施設

操作，作業の技術やリスク等を擬似的に体験・習得できる体験型研修施設を

整備します。 

 

完了 

完了 

完了 

完了 
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⑨ （仮称）水道修繕受付センターの設置 新規                

漏水等の電話受付や給水管の修繕対応などを一元化する（仮称）水道修繕

受付センターを設置するとともに，委託等により業務の効率化を図ります。 

 

エ ガス事業 

⑩ ガス事業の民営化                            

ガス事業の持続的な発展のため，より機動的で柔軟な経営が可能となる民

間の経営に委ねることとし，経済情勢などを十分踏まえつつ，公募条件や民

営化手法等を再検討し，ガス事業の民営化の取組みを推進します。 

 

⑪ 諸手続の電子化の推進                           

お客さまへのサービス向上と事務の効率化を図るため，インターネットを

利用した各種の申込受付の拡充を図るほか，電子入札システムを導入します。 

 

⑫ ガス局の各種業務委託内容等の見直し 新規                

出資会社等に対する業務委託をはじめ，事業全般にわたる業務委託のあり

方や内容等を見直します。 

 

オ 病院事業 

⑬ 診療報酬の収入確保                           

引き続き診療報酬の収納強化体制を維持し，収納率の向上に努めます。 

 

⑭ 後発医薬品の比率の向上                         

安全性が確認でき，安定供給が可能な薬品について，先発医薬品から後発

医薬品（ジェネリック医薬品）に切替を行い，経費の抑制に努めます。 

 

⑮ 医事業務の見直し                            

医事業務の更なる効率化に向け，平成２６年度予定の新市立病院への移転

を機に，医事業務の事務手順や委託方法などを見直します。 

 

完了 
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２．市民とともに進める行政経営 

 
（１）市民協働・参画の推進 

 
仙台市においては，これまでも，公園や河川など地域の環境整備や子育て，福

祉，防災といった分野で，広範な市民活動に支えられたまちづくりが行われてき

ましたが，今後も，市民が安心して暮らせるまちを築いていくため，行政や市民，

地域団体，ＮＰＯ，企業など地域を構成する様々な主体が，それぞれの知恵や力，

強みを活かしながら，適切な役割分担のもとで連携・協働し，まちづくりに取り

組むことが求められます。このため，更なる市民協働のまちづくりに向けた取組

みを行っていくとともに，市政情報を分かりやすく積極的に公表することで，市

政やまちづくりに対する市民の参加意欲を高め，市民と行政の信頼関係の構築を

図ります。 
また，今回の震災においては，様々な場面で，多様な主体が，それぞれの力を

発揮し，あるいは連携・協働することで，大きな役割を果たしました。今後のス

ピーディーかつ力強い復興を実現するカギともなる仙台市の大きな資産である

「市民力」を高めていくためにも，市民協働の取組みを更に加速していきます。 
 

① 市民協働を進めるための指針の策定 新規                 

様々な主体が，目的やそれぞれが担う役割について共通認識を持ちながら，

今後のまちづくりに協力して取り組むため，市民協働を進める考え方や方向

性をまとめた指針を策定します。 
 

② 市民協働による事業，施策の展開                     

地域団体やＮＰＯなどとの連携・協働のもと，事業の企画・実施段階はも

とより，事業終了後においても実施状況の評価を行うなど，情報の共有を図

りながら，様々な分野における市民協働による事業，施策や，地域の特性を

活かした個性ある地域づくりを支援する施策を引き続き展開します。 
また，市民のアイデアと行動力を活かし，市民と行政が協働で事業を行い，

地域の課題を解決していく仕組みの導入について検討を行います。 
 

③ 政策形成過程への市民参画                        

市民の視点に立ち市民のニーズを的確に把握し，市政に有効に反映させる

ため，市民アンケートやパブリックコメントはもとより，ワークショップや

説明会などを積極的に活用し，政策形成過程や事業実施などにおける市民参

画を進めます。 
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④ 市民との対話の機会の拡充                        

 市民の声を施策の企画立案や行政運営に活かしていくため，市長や区長を

はじめ職員が直接市民と対話・交流する事業など様々なメニューの広聴事業

を推進・展開し，市民との対話の機会を拡充していきます。 

 

⑤ 情報公開・提供の推進                           

     政策立案や事業実施などの各段階において，分かりやすい情報を積極的に

提供するとともに，公文書の管理のあり方について検討していきます。 

情報公開制度を利用しやすくするために，インターネットを通じて情報公

開の申請ができる仕組みを導入します。 

審議会など附属機関等の会議資料や議事録について，ホームページなどに

よる公開を推進します。 

 

⑥ 市民に市政情報が必要な時期に分かりやすく伝わる広報の推進        

     市民が，必要な市政情報を適切な時期に確実に得ながら行動ができるよう，

提供する情報の量・質の充実，市民の情報アクセスの改善，事業計画と一体

となった戦略的広報の展開，更には職員の広報マインドの向上などに取り組

み，分かりやすく伝わる広報活動を推進します。 
 

⑦ 窓口サービスの向上                           

市役所の顔である窓口業務について，職員の接遇向上のほか，便利で快適

な窓口や迅速確実なサービスの提供に向けた取組みを進めます。 

 

⑧ 市民協働を実践する職員の育成                      

職員研修の実施や協働事業に関する情報の共有，ＮＰＯやボランティア団

体における職員のインターンシップの実施などを通じ，職員の市民協働の意

識やコーディネート能力などのスキルを高めるなど，市民協働を実践する職

員を育成していきます。 

 

⑨ 職員の市民活動・地域活動への参加の促進                  

市民協働によるまちづくりを推進するため，市の職員が市民の視点を大切

にしながら職務にあたり，また，地域を構成する一市民としての役割を果た

していくことが出来るよう，職員による市民活動や地域活動への積極的な参

加を促進します。 
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（２）市民活動・地域活動の促進 

 

協働・参画のまちづくりを推進していくためには，より多くの市民がまちづく

りに関心を持ち，活動に参加するなど，市民活動や地域活動が一層活発化するこ

とが望まれます。 
こうしたことから，地域において中心的な役割を果たしている町内会や，様々

な分野の課題解決に取り組むＮＰＯなど，各種団体の主体的な活動の促進に向け

た環境づくりを進めます。また，より多くの市民が市民活動や地域活動に触れる

ことのできる機会づくりや啓発に資する企画などを実施し，市民活動・地域活動

の裾野の拡大と活性化を図ります。 

 
① 地域団体，ＮＰＯの支援                          

活動に役立つ情報提供や活動拠点の確保，人材育成講座や相談業務など，

地域団体やＮＰＯなどの支援を行い，主体的な活動の促進のための環境づく

りを行います。 
また，これらの団体の自立・継続可能な活動や運営を支援するため，地域

課題の解決や地域資源を活用することにより起業につなげるコミュニティビ

ジネス，ソーシャルビジネスの促進を図ります。 
 

 

用語解説 

※コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス…まちづくりなどの地域に密着した課題

や環境，貧困など社会的課題をビジネス的な手法によって解決していこうとす

る事業 

 

 

② 拠点施設の機能の充実                          

市民活動サポートセンターや市民センターなど，市民活動や地域活動の拠

点施設について，その機能の充実を図るとともに，施設相互の一層の連携・

協力体制を構築します。 
 

③ 市民活動への参加の促進                          

より多くの市民がボランティア活動など市民活動に触れることのできる機

会づくりや啓発に資する企画を実施するとともに，学習機会や活動の場，活

動に役立つ情報の提供を行い，市民活動の裾野の拡大を図ります。 

 

④ 若者・学生のまちづくりへの参加の促進・大学等との連携           

学都仙台コンソーシアム等と連携しながら，ＮＰＯやボランティア団体に

おける学生のインターンシップの充実を図るなど，次代を担う若者や学生に
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よる社会貢献活動やまちづくりへの参加を促進します。また，大学など教育

機関と行政との連携を更に強め，知的資源や学生の行動力を地域課題の解決

や都市の魅力の向上などの様々な分野で活かしていきます。 

 
⑤ シニア世代の社会貢献活動の促進                      

シニア活動支援センターにおける相談事業や情報提供などを通じ，シニア

世代が豊かな経験や幅広い能力を活かし，市民活動・地域活動や起業等にチ

ャレンジすることを支援します。 
 

⑥ 企業の社会貢献活動の促進                         

企業の持つ資源やノウハウが地域社会の中でより一層活かされるよう，企

業の社会貢献活動に向けた情報の提供や意識の醸成などを通じ，その促進を

図ります。 
 

⑦ 様々な活動主体間の連携の促進                      

地域団体やＮＰＯ，学校，企業など様々な活動主体が，相互に連携し，お

互いの強みを活かしながら，まちづくりに取り組むことが出来るよう，様々

な活動主体による交流の機会づくりなどを進めます。 
 

⑧ 共助による地域防災活動の支援                       

地域防災計画の実現性を担保するため，自主防災組織の活動を支援するた

めに，防災訓練のアドバイス等の支援を行うとともに，地域団体との連携，

地域の特性やつながりを活かした防災組織の整備を推進します。また，自主

防災活動を活性化し，地域防災力の強化を図るために，地域防災リーダーの

養成を行います。 

 

⑨ 企業の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援                  

大規模災害や新型インフルエンザ等の危機発生時においても，企業が存続

し，経済的な混乱や市民生活への影響をできるだけ軽減するよう，企業の事

業継続計画（ＢＣＰ）策定の取組みについて，普及啓発を図ります。 

 

 

（３）区役所の機能強化 

 

市民協働のまちづくりを推進するため，地域に最も身近な行政機関である区役

所について，地域との連携・協働による総合的な地域づくりを推進する機能や本

庁組織と地域との間におけるコーディネート機能など，まちづくりの拠点として

の機能の充実強化を図ります。 
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① 区役所のまちづくり拠点機能の強化                     

市民協働のまちづくりの拠点として，区役所の企画調整機能を強化し，区

長の予算権限の拡充を進めるほか，地域ごとの現状や課題をより詳細に把

握・分析し，地域との連絡調整体制の充実を図りながら，地域の主体的な活

動を支援するための様々な施策を展開します。 

 

② 市民センターを活かしたまちづくり                     

各地域の拠点施設である市民センターの持つコーディネート機能などを効

果的に活用しながら，市民とともにより地域に根ざしたまちづくりに取り組

むため，社会教育施設としての機能を維持しつつ，市民センターを区役所の

組織に位置づけることを検討します。 

また，様々な地域の課題等について各種団体が話し合う場となること等を

通じ，地域におけるまちづくり拠点として機能するよう，活動の充実を図り

ます。 

 

③ 区役所と本庁間での地域ニーズや課題の共有化                

市民協働のまちづくりを推進していくため，区役所と本庁がそれぞれ把握す

る地域のニーズや課題を共有し，全庁的にまちづくりに取り組んでいく体制の

充実を図ります。 
 

・ 窓口サービスの向上（２２頁（１）⑦ 再掲） 

 

    

（４）民間活力の活用 

 

社会経済情勢が変化し，市民ニーズが多様化，複雑化するなか，ＮＰＯなども

含め民間が提供する公共サービスの領域が拡大してきています。このような中で，

民間が提供可能な公共サービスについては，行政の役割や責任を見極めたうえで，

その実施や運営に民間のノウハウ等を積極的に活用していきます。 

 

ア 民営化の推進 

① 保育所の民営化                              

     老朽化した市立の木造保育所等の建替えにあたっては，効率的な運営と柔

軟性，機動性をより発揮できるよう民間の力を活用し保育所を新設する「民

設民営方式」を基本とし，計画的に推進します。 
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② 福祉施設の民間移譲                             

         現在，指定管理者により施設の運営がなされている母子生活支援施設むつ

み荘などについて，既に民間が主体になって同種の事業が行われていること

を踏まえ，民間に移譲します。 

 

・ ガス事業の民営化（２０頁 エ ⑩ 再掲） 

 

 

イ 指定管理者制度等の活用 

  公の施設について，指定管理者制度を活用して施設ごとに最も適切な運営主

体を選定し，民間のノウハウ等を積極的に活用することで，市民サービスの向

上と施設運営の効率化等を図ります。また，利用者アンケートやモニタリング

評価を通じ，運営管理の状況について検証し，サービス向上に努めます。 

 

 

用語解説 

※指定管理者制度…従来，地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理・運

営について，株式会社をはじめとした企業・ＮＰＯ法人など様々な

団体に包括的に委ねることができる制度 

 

 

③ 指定管理者の公募の推進                          

     指定管理者の公募選定について，市民サービスの向上と効率的運営という

制度の目的が果たされるよう，より良い公募選定のあり方を検討するととも

に，担い手となる事業者の状況等を勘案しながら，児童館及びスポーツ施設

などの公募の拡大に努めます。 

 

④ 障害児通園施設への指定管理者制度の導入                  

     直営の障害児通園施設である「なかよし学園」，「あおぞらホーム」，「サ

ンホーム」について，市内の同様の施設の大多数が民間指定管理者により運

営されている現状を踏まえるとともに，発達相談支援センターの支援により

引き続き質の高い運営が可能であることから，これらの施設に指定管理者制

度を導入します。 

 

⑤ 社会教育施設への指定管理者制度の導入                   

     泉岳自然ふれあい館（泉岳少年自然の家の建替え施設）や科学館について，

学校教育活動への支援など事業の質を確保しながら，効果的，効率的な運営

管理のため，指定管理者制度を導入します。 

完了 

完了 
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     また，図書館における指定管理者制度については，その実施状況を踏まえ

つつ，的確な事業運営の確保を図りながら，他の直営の図書館についても拡

大を図ります。 

 

⑥ サービス水準の向上                            

     指定管理者の運営する市民利用施設について，指定管理者の事業提案をもと

に，更なるサービス水準の向上を図るため，利用者アンケートやモニタリング

評価を継続的に実施するとともに，その結果を，施設利用や接遇の改善に反映

させる方策を構築します。 

 

⑦ ＰＦＩ手法等の活用                            

民間の資金やノウハウを幅広く活用し，効果的，効率的に公共施設の整備

や公共サービスの提供を行っていくため，ＰＦＩ手法など民間の力を活用す

る手法について検討を行います。 

 

 

用語解説 

※ＰＦＩ（Private Finance Initiative）…従来，国や地方公共団体が自ら行ってきた

公共施設などの設計・建設・維持管理・運営を，民間の資金・経営

能力・技術的能力を活用して行う社会資本整備の手法 

 

 

 



 - 28 - 

３．市役所の自己変革 

 

（１）多面的・機動的に活動できる職員への進化 

 

効率的に質の高い行政サービスを提供するため，より専門的な知識・技術の習

得や政策形成能力の向上を図るとともに，特定の業務分野において高い専門性を

持つスペシャリストを育成し配置するための複線型の配置管理を導入します。ま

た，自らの担当業務にとどまらず，その周辺業務にも対応できる知識・技術を備

えるなど，多面的・機動的に活動できる職員の育成や個々の職員の意欲を向上さ

せる取組みを行っていきます。 
 

①  政策形成能力の向上                            

高い目的意識を持ち，意欲的に課題を解決していく職員を育成するため，意

欲や政策形成能力を高める研修の充実強化を行います。 

 

② 多面的能力の向上                             

ジョブ・ローテーションによる配置管理や職場内の情報共有化の徹底等を通

じて，職員の多面的な能力を養い，自らの担当業務はもとより，その周辺業務

についても一定の知識・技術を備えた職員を育成します。 

 

用語解説 

※ジョブ・ローテーション…職員の能力開発のために，人事異動や担当業務の変更によ

り，多様な業務を経験させること。 

 

  

 

③ 専門的能力の向上                             

各行政分野における業務の高度化・細分化に対応するため，業務や職種別

の専門的な研修に加え，各職場において効果的なＯＪＴを実施するなど，職

員の専門性を向上させる取組みを強化します。また，再任用職員の活用や業

務のマニュアル化によりベテラン職員が蓄積した専門的な知識・技術を確実

に継承します。なお，必要に応じて，専門的な知識経験を有する職員を採用

していきます。 

 

④ 複線型の配置管理の導入 新規                       

専門性の高い事務系業務や特別な専門性を要する技術系業務の分野におい

て秀でたスペシャリストを育成し配置するため，人事異動サイクルや係長職昇

任試験を見直すなど複線型の配置管理を導入していきます。 
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⑤ 人材育成機能の強化                            

求められる職員像や能力要件に基づき中長期的な人材育成の方向性を定め

る新たな人材育成基本方針を策定するとともに，職員のキャリア形成の支援や

管理監督職員の人材育成能力の向上を図ります。 

 

⑥ 職員の意欲向上                              

職員の意欲の向上のため，職員の能力・実績を適正に評価し，その結果を

職員の能力開発につなげるとともに，給与など処遇にも反映させるよう人事

評価の更なる活用を進めます。また，職員の意欲や専門的知識を活かすため，

庁内公募制度を進めます。 

 

⑦ 多様な人材の登用                             

 社会人経験者の採用を引き続き実施し，様々な職務経験を通じて培われた

多様な能力を組織の活性化に活かします。 

 

⑧ 職員の接遇能力の向上                            

職員一人ひとりがサービスの提供者であることを常に自覚し，より親切で

丁寧な対応に向け，職員の総合的な接遇能力の向上を図ります。 
 

  ・ 市民協働を実践する職員の育成（２２頁（１）⑧ 再掲） 

 

・ 職員の市民活動・地域活動への参加の促進（２２頁（１）⑨ 再掲） 

 

 

（２） 縦割りの弊害を排除した効率的な組織運営 

     

縦割りの弊害を排除し，市政を取り巻く環境の変化に迅速かつ柔軟に対応でき

るよう権限機能を見直すなど，組織運営の更なる効率化を図るとともに，意欲的

に改革に挑戦する組織風土づくりを進めます。 

 

① 組織横断型プロジェクト・チームによる政策立案・実行            

既存の組織の枠組みでは効果的な対応が難しい課題に対しては，臨機に組

織横断型のプロジェクト・チームを設置して対応していきます。解決すべき

課題に応じて，プロジェクトの推進に必要となる適切な権限を付与するなど，

チームの政策立案・実行機能を制度的に担保する仕組みも検討します。 
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② 市民ニーズに迅速かつ柔軟に対応できる組織権限機能の見直し           

迅速な意思決定ときめ細やかなサービス提供が可能となるよう庁内分権を

進めます。併せて，その実効性を高めるために，管理職のマネジメント能力

向上や職員の意識改革に取り組みます。 

 

③ 政策形成過程における職員意見の反映                   

各種計画の策定時に広く職員提案を募集するなど，職員一人ひとりが組織の

垣根を越えた政策形成に参加できる機会を設けることにより，職員の市政参加

意識の向上を図ります。 

 

④ 風通しのよい組織風土の醸成                        

職場内ミーティングの充実に加え，オフサイト・ミーティングやランチ・

ミーティングなど組織内のコミュニケーションを活性化させる取組みを全庁

的に展開するとともに，行政情報ネットワークシステム（庁内ＬＡＮ）等を

積極的に活用し，組織や職位を越えた情報の共有化を進めます。 

 

用語解説 

※オフサイト・ミーティング…まじめに 気楽に話をする場ということで，肩書きや職

責を離れて，職場の職員が自由に語り合う会合。組織活性化の一手

段として実施されています。 

 

※ランチ・ミーティング…昼休みなどを利用して、昼食をとりながら行う会合。組織活

性化の一手段として実施されています。 
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第３ 実施項目の目標 

   各実施項目の目標は次のとおりとし，これに基づいて計画を着実に推進していき

ます。 

 

１．持続可能な財政基盤の確立と効率的・効果的な行政経営 

 

■財政健全化 

 

財政健全化の目標 

・収支均衡した予算の実現 

 

 

収支均衡した予算の実現を目指し，基金借入金な

どの特例的な収支差対策については 27 年度予算

編成までにはゼロとします。 

 

・市債（通常債）残高の縮減 

 

公共投資の厳選・重点化を行うことにより，毎年

度の予算編成において，市債（通常債※）残高の

縮減を図ります。そのため，市債（通常債）は，

公債費の償還元金の範囲内で新たな発行を行うも

のとします。 

●平成 20 年度末通常債残高：5,413 億円 

                    

・基礎的財政収支の均衡・黒字の確 

 保 

 

現世代の受益と負担の均衡を図り，将来世代へ負

担を転嫁しないため，毎年度の決算において，基

礎的財政収支※（プライマリーバランス）の均衡

又は黒字を確保します。 

●基礎的財政収支(平成 20 年度決算)：121 億円の

黒字 
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 (1) 歳入の確保 

実施項目 目標 

①税，使用料，手数料等の収入確

保 

平成 27 年度決算における現年分収入率及び総括収入

率（現年分＋繰越滞納分）を次のとおりとします。 

 現年分 
総括（カッコ内は平

成 20 年度実績） 

市税 98.3%以上 95.2%以上  (93.9%)

国民健康保険料 89.0%以上 73.0%以上  (67.6%)

介護保険料 98.7%以上 96.1%以上  (95.0%)

保育料 98.5%以上 93.5%以上  (91.3%)

市営住宅使用料 98.7%以上 87.6%以上  (85.4%)
 

②広告収入の拡充 実施状況について年度ごとに公表します。 

③市有地等市有財産の処分と有効

活用の推進 

平成 27 年度までに累計 17 億円の歳入を確保します。

④清掃工場の売電契約の見直し 平成 25 年度からの売電契約を見直します。 

 

 

(2) 効率的行政運営体制の構築 

 

職員数の削減目標 

職員数の削減 平成 28 年度当初までの間で，平成 21 年度当初の職

員数（9,552 人）から 700 人程度の削減を行う一方，

新たな行政需要に対応していくため，全体としては

200 人程度の職員数を削減します。 

 

ア 組織の統廃合 

実施項目 目標 

①簡素で効率的な組織の構築 実施状況について年度ごとに公表します。 

②税務事務の本庁への集約化 

24年度完了

平成24年度に集約化を実施します。 

③附属機関等の総数管理の徹底 実施状況について年度ごとに公表します。 
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イ 効率的な人員配置 

実施項目 目標 

④学校用務員の配置の見直し 非常勤職員を活用した配置見直しを行い，平成27年

度当初までに150校以上の学校で，学校用務員（正職

員）の１名化などを図ります。 

⑤保育所給食調理体制の見直し より効率的な運営体制の構築を図るため，段階的に

正職員を非常勤職員に切り替えます。 

⑥単独調理校給食調理体制の見直し より効率的な運営体制の構築を図るため，給食調理

員（正職員）の非常勤職員への切り替え等を行いま

す。 

⑦給与事務の業務体制の見直し より効率的な運営体制の構築を図るため，平成26年

度中に，非常勤職員を活用した正職員の配置見直し

を行います。 

⑧戸籍住民課の業務体制の見直し 戸籍電算化による業務執行体制の変更を踏まえた，

新たな運営体制に向けた見直しを行います。 

⑨動物管理センターの運営体制の見

直し 

より効率的な運営体制の構築を図るため，平成26年

度から段階的に，非常勤職員を活用した運営体制の

見直しを行います。 

 

ウ 人件費等の削減 

実施項目 目標 

⑩更なる人件費の削減 実施状況について年度ごとに公表します。 

⑪福利厚生事業のあり方の見直し 平成 25 年度に職員互助会事業の見直しを実施しま

す。 

 

 

(3) 公共施設の総合的マネジメントの推進 

 ア 公共事業の厳選・重点化等 

実施項目 目標 

①公共事業の厳選・重点化 震災関連事業を除く通常の普通建設事業費の歳出総

額における構成比について，25年度当初予算以降は，

各年度，平成 22 年度の実績値である 11.6%以下とし

ます。 
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②公共事業コストの構造改善 平成 25 年度において，平成 19 年度の標準的な公共

事業コストと比較して，15％の総合コスト改善を目

指します。 

 

用語解説 

※総合コスト改善…工事コストの改善のほか，施

設の長寿命化によるライフサイクルコストの

低減や事業便益の早期発現，工事に伴う環境

負荷低減による効果等も含めた総合的なコス

ト改善。 

  
 

イ 公共施設の管理等の最適化 

実施項目 目標 

③中長期的視点に立った公共施設の

維持管理等への計画的対応の検討

検討状況について年度ごとに公表します。 

④下水道施設のアセットマネジメン

トの推進 

実施状況について年度ごとに公表します。 

 

(4)  施策，事務事業の見直し 

 ア 施策，事務事業の見直し 

実施項目 目標 

①補助・助成制度の見直し 実施状況について年度ごとに公表します。 

②地籍調査業務のあり方の見直し 平成 27 年度までに業務のあり方を見直します。 

③公管理浄化槽の保守点検業務の効

率化       24年度完了

平成 24 年度までに契約方法の見直しの可能性を検

討します。 

④選挙事務の見直し 平成 25 年度までに執行される選挙（参院選除く）に

おいて前回選挙比で５％以上の経費を削減します。

 

イ 既存施設のあり方の見直し 

実施項目 目標 

⑤エル･ソーラ仙台のあり方の見直

し        23年度完了

平成 23 年度にエル・ソーラ仙台の見直しを実施しま

す。 

⑥健康増進センターのあり方の見直

し        24年度完了

平成 24 年度中に見直し後の施設として開所します。

⑦生活改善センターのあり方の見直

し 

平成 26 年度までに地域の集会所等として地元町内

会等への施設の譲与を進めます。 
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⑧秋保幼稚園・馬場幼稚園のあり方

の見直し     24年度完了

平成 24 年度から両幼稚園を統合します。 

⑨情報・産業プラザのあり方の見直

し 

平成 27 年度までに見直しを行います。 

⑩農業園芸センター（大温室）のあ

り方の見直し 

平成 25 年度までに施設のあり方を検討します。 

⑪ごみ処理施設のあり方の検討 「一般廃棄物処理基本計画」を踏まえ，平成 27 年度

までにごみ処理施設のあり方を検討します。 

⑫生出診療所の見直し 平成 27 年度までに診療科目の見直しに向けた検討

をします。 

 

ウ 業務委託の推進等業務の効率化 

実施項目 目標 

⑬南蒲生し尿処理施設運営管理の見

直し       24年度完了

平成 23 年度までに委託の範囲について検討します。

⑭南蒲生浄化センター運転管理業務

の効率化 

施設の本復旧に合わせ，民間委託の対象業務の拡大

に向け検討を進めます。 

⑮下水道ポンプ場の運転管理業務の

効率化 

民間委託範囲の拡大に向けて平成 26 年度の実施を

目途に検討を進めます。 

⑯学校給食センター調理業務の委託 新学校給食センター（加茂及び宮城の統合）の整備

にあたり，平成 25 年度からＰＦＩ手法の導入の可能

性調査を実施します。 

⑰石積埋立管理事務所の埋立業務体

制の見直し 

平成 27 年度までにより効率的な体制のあり方を検

討します。 

⑱移動図書館業務の見直し 平成 28 年度当初までにすべての職員を切り替えま

す。 

 

エ 情報通信技術の活用 

実施項目 目標 

⑲戸籍事務の電算化の推進 平成 25 年度までに「戸籍電算処理システム」の運用

を開始します。 

⑳行政手続のオンライン化の推進 平成 22 年度中に「電子申請システム」の運用を開始

します。 

ＩＣ乗車券の導入 平成 26 年度までに地下鉄南北線に導入します。 

情報システム最適化の推進 平成 25 年度から計画に基づく具体策等の実施によ

り，業務効率化や維持管理経費の縮減を図ります。
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(5)  受益と負担の適正化 

実施項目 目標 

①施設使用料等のあり方の見直し 東日本大震災からの復旧・復興状況を確認しながら

見直しの方向性を取りまとめます。 

②敬老乗車証制度のあり方の見直し

24年度完了

平成 24 年度から新制度へ移行します。 

③児童クラブの費用負担のあり方の

検討       24年度完了

平成 23 年度中に見直しの方策を取りまとめます。 

④保育料のあり方の見直し 

 24年度完了

平成 23 年度中に見直しの方策を取りまとめます。 

⑤事業ごみ等処理費用の負担のあり

方の検討 

「一般廃棄物処理基本計画」を踏まえ，平成 27 年度

までに事業ごみ等処理費用の負担のあり方を検討し

ます。 

 

(6) 外郭団体の見直し 

 ア 外郭団体の統廃合等 

実施項目 目標 

①外郭団体の統廃合等 実施状況について公表します。 

 

イ 事業運営の見直し 

実施項目 目標 

②公益法人制度改革への対応 平成 25 年 11 月までに，適切な法人格への移行を指

導します。 

③経営状況の評価 毎年度評価し，結果を公表します。 

④自立的かつ効率的な事業運営の推

進 

実施状況について年度ごとに公表します。 

 

ウ 組織の活性化 

実施項目 目標 

⑤市の人的関与の見直し 実施状況について年度ごとに公表します。 

⑥役員構成の見直し 平成 25 年 11 月までに，社団法人・財団法人（特例

民法法人）について見直しを実施します。 

 

エ 情報公開の推進 

実施項目 目標 

⑦財務状況等の公開 毎年度公表します。 
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(7) 公営企業経営改革 

 ア 自動車運送事業 

実施項目 目標 

①バス事業の効率的な運営の検討 平成 28 年度当初までに，霞の目営業所におけるバス

運転業務等を民間に委託することなどにより，正職

バス乗務員を平成 24 年度当初比で 25％以上削減し

ます。（平成 24 年度当初の正職員数は 355 名） 

②バス車両整備業務の委託の推進 

24年度完了

平成 24 年度までに全てのバス整備工場の業務を委

託します。 

③広告付きバス停留所上屋の設置 毎年度 10 基以上設置します。 

 

イ 高速鉄道事業 

実施項目 目標 

④鉄道車両保守業務の委託拡大 

24年度完了

平成 22 年度から実施します。 

⑤地下鉄駅務の委託 平成 27 年度から，地下鉄東西線の開業にあわせて，

南北線と東西線の駅のうち，半数程度を委託します。

 

 

ウ 水道事業 

実施項目 目標 

⑥水道施設の維持管理の効率化 水道事業中期経営計画（平成 22～26 年度）期間中に，

効率化の具体的手法について検討を進めます。 

⑦給水装置関連業務の第三者委託の

導入       23年度完了

平成 23 年度から導入します。 

⑧体験型技術研修の拡充 

24年度完了

平成 22 年度中に体験型研修施設を整備し，平成 23

年度に体験型技術研修の実施体制を確立します。 

⑨（仮称）水道修繕受付センターの

設置 

平成 26 年度から設置します。 

 

エ ガス事業 

実施項目 目標 

⑩ガス事業の民営化 震災を踏まえたより一層の安全対策の強化と信頼回

復に最優先で取り組み，事業経営の安定化を図った

上で今後の民営化戦略をとりまとめます。 
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⑪諸手続の電子化の推進 

23年度完了

平成 23 年度までにガス局ホームページをリニュー

アルし，また，電子入札システムの一部導入を行い

ます。 

⑫ガス局の各種業務委託内容等の見

直し 

各種業務委託の統廃合や，その内容等の見直しなど，

業務委託の効率化を進めるとともに費用の縮減を図

ります。 

 

オ 病院事業 

実施項目 目標 

⑬診療報酬の収入確保 平成 22 年度から平成 26 年度までの 5年間の平均収

納率を 97.6％以上とします。 

⑭後発医薬品の比率の向上 平成 26 年度までに採用品目ベースでの後発医薬品

の比率を 13.0％とします。 

 

用語解説 

※採用品目ベースでの後発医薬品の比率…病院で

採用している医薬品のうち後発医薬品を採用

している品目数の割合 

 

⑮医事業務の見直し 平成 26 年度予定の新病院開院時から，委託業務の内

容の見直しを行うとともに，競争的手法により医事

業務の受託業者を選定します。 
 

２．市民とともに進める行政経営 

 (1) 市民協働・参画の推進 

実施項目 目標 

①市民協働を進めるための指針の策

定 

平成 26 年度までに指針を策定します。 

②市民協働による事業，施策の展開 平成 25 年度に，協働事業の相互評価の仕組みを構築

します。 

③政策形成過程への市民参画 実施状況について年度ごとに公表します。 

④市民との対話の機会の拡充 実施状況について年度ごとに公表します。 

⑤情報公開・提供の推進 実施状況について年度ごとに公表します。 

⑥市民に市政情報が必要な時期に分

かりやすく伝わる広報の推進 

実施状況について年度ごとに公表します。 

⑦窓口サービスの向上 実施状況について年度ごとに公表します。 

⑧市民協働を実践する職員の育成 実施状況について年度ごとに公表します。 
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⑨職員の市民活動・地域活動への参

加の促進 

実施状況について年度ごとに公表します。 

 

(2) 市民活動・地域活動の促進 

実施項目 目標 

①地域団体，ＮＰＯの支援 平成 28 年度までに，認定・仮認定ＮＰＯ法人の割合

を５％以上にします。 

②拠点施設の機能の充実 施設間のネットワーク機能を拡大します。 

③市民活動への参加の促進 市民活動に関する情報発信を充実させます。 

④若者・学生のまちづくりへの参加

の促進・大学等との連携 

若者・学生が取り組むまちづくり活動に関する情報

発信を充実させます。 

⑤シニア世代の社会貢献活動の促進 シニア世代が取り組む社会貢献活動に関する情報発

信を充実させます。 

⑥企業の社会貢献活動の促進 企業が取り組む社会貢献活動に関する情報発信を充

実させます。 

⑦様々な活動主体間の連携の促進 様々な活動主体が参加する交流の機会を充実させま

す。 

⑧共助による地域防災活動の支援 実施状況について年度ごとに公表します。 

⑨企業の事業継続計画（ＢＣＰ）の

策定支援 

実施状況について年度ごとに公表します。 

 

(3) 区役所の機能強化 

       上記に係る実施項目については，実施状況について年度ごとに公表します。 

 

 (4) 民間活力の活用 

 ア 民営化の推進 

実施項目 目標 

①保育所の民営化 保育所建替えの優先順位を検討し，計画的に毎年２

か所を実施します。 

②福祉施設の民間移譲 

23年度完了

平成 23 年度から母子生活支援施設むつみ荘につい

て民間に移譲します。 
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イ 指定管理者制度等の活用 

実施項目 目標 

③指定管理者の公募の推進 ・児童館，スポーツ施設：実施状況について年度ご

とに公表します。 

・葛岡斎場：次期指定管理期間（平成 29 年４月～）

からの公募に向け，検討を進めます。 

④障害児通園施設への指定管理者制

度の導入     23年度完了

平成 23 年度から指定管理者制度を導入します。 

⑤社会教育施設への指定管理者制度

の導入 

・泉岳自然ふれあい館: 泉岳自然ふれあい館の開館
に合わせ，指定管理者制度を導入します。 

・科学館: 科学館の長寿命化，魅力の向上等を図る
ために実施する施設の大規模改修において，より

効果的・効率的に整備を進めるため，平成 26 年度

からＰＦＩ手法の導入の可能性について具体的に

検討を行います。 

・図書館:区図書館について平成 25 年度中に，導入

の可能性について検討します。 

⑥サービス水準の向上 実施状況について年度ごとに公表します。 

⑦ＰＦＩ手法等の活用 ・平成 22 年度からＰＦＩ手法による新高砂学校給食

センターの運営を開始します。 

・新学校給食センター（加茂及び宮城の統合）：平

成 25 年度からＰＦＩ手法の導入の可能性調査を

実施します。 

・科学館: 科学館の長寿命化，魅力の向上等を図る
ために実施する施設の大規模改修において，より

効果的・効率的に整備を進めるため，平成 26 年度

からＰＦＩ手法の導入の可能性について具体的に

検討を行います。 

 

３．市役所の自己変革 

  (1) 多面的・機動的に活動できる職員への進化 

(2) 縦割りの弊害を排除した効率的な組織運営 

        上記に係る実施項目については，実施状況について年度ごとに公表します。 
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〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 
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